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大

抄

録

曾
ム
ガ
ル
期
イ
ン
ド
の
商
人

長

弘

島

ム
ガ
ル
期
イ
ン
ド
、
特
に
二
ハ
、
一

七
世
紀
の
北
イ
ン
ド
は
、
中
央
集
権
的

色
彩
の
淡
い
ム
ガ

ル
帝
閣
の
成
立
や
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
綴
く
オ
ラ

ン
ダ
、
イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
等
の
進
出
に
よ
り
、
商
品
・

貨
幣
経
隣
の
飛
飽
的
な
設
展
を

見
た
。
す
な
わ
ち
、
黄
金
属
の
流
入
量
の
地
大
、

そ
れ
に
針
臆
す
る
イ
ン
ド
特

産
口
聞
の
生
涯
と
輸
出
の
増
大
、

物
僚
の

上
昇
が
み
ら
れ
、

そ
れ
に
と
も
な
っ

て、

種
々
の
障
害
の

存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
人
に
よ
る
富
の
蓄
積
が
進

み
、
英

・
閥
各
東
イ
ン
ド
禽
祉
と
も
針
抗
し
う
る
経
済
力
を
持
っ
た
商
人
も
出

現
し
た
。
ま
た
仲
買
商
人
の
活
躍
、
居
周
替
手
形
や
保
険
制
度
の
設
逮
も
み
ら
れ

た。
従
っ

て
、
蛍
時
の
商
入
居
の
活
動
の
諸
特
徴
を
研
究
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
と
考
え
る
が
、
抑
制
告
で
は
二
六
六
九
年
末
に
グ
ジ

ャ
ラ

1
ト
地
方
の
ム
ガ
ル

帝
図
最
大
の
貿
易
港
市
ス
l
ラ
ト
で
お
こ
っ
た
事
件

|

|
同
市
の
パ
ニ

ヤ
商
人

(
ヒ
ン
ド
ヲ
l
系
)
の
家
長
た
ち
八
千
人
以
上
が
、
カ
l
ズ
ィ
l
の
宗
数
的
迫

害
に
劉
抗
し
て

集
闘
で
岡
市
を
脱
出
し
て

ム
ガ
ル
皇
帝
に
救
済
を
訴
え
に
行

き
、
そ
の
開
市
内
に
残
っ
た
同
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
商
人
達
が
同
盟
問
問
庖
を
行

な
っ
た
た
め
、
英
・
関
東
イ
ン
ド
禽
祉
の
商
活
動
も
大
打
撃
を
受
け
た
ー
ー

な

ど
を
手
が
か
り
に
、
商
人
コ
ミ
了
一テ

ィ
l
相
互
の
関
係
、
商
人
コ
ミ
ユ
ニ
テ

ィ
ー
と
圏
家

・
地
方
政
治
権
力
と
の
関
係
、
商
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
と
祉
舎
的

分
業
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
い
た
い
。

毛
津
東
主
義
の
形
成
と
そ
の
歴
史
像

修

中
園
は
四
十
九
年
の
建
園
以
来
、
社
舎
主
義
大
図
の
建
設
を
め
ざ
し
、
ソ
連

の
準
戦
時
経
済
に
な
ら
っ
た
重
工
業
重
粘
'
の
高
度
成
長
策
を
と
っ
た
。
そ
れ
が

生
み
だ
し
た
諸
矛
盾
や
図
民
の
不
満
を
、
階
級
闘
争
の
あ
ら
わ
れ
、
帝
国
主
義

の
「
戦
争
政
策
」

と
結
び
つ

い
て
、
社
禽
主
義
政
権
を
倒
す
も
の
と
毛
淳
東
主

義
者
は
考
え
た
。
放
に
、
こ
の
「
危
機
」
を
解
決
す
る
た
め
に
攻
勢
に
出
る
べ

き
だ
と
考
え
た
中
園
は
、
ソ
共
第
二
十
回
大
舎
の
社
禽
主
義
の
民
主
化

・
卒
和

移
行

・
卒
和
共
存
論
に
反
射
し
た
。
(
鐙
質
し
た
〉
ソ
達
、
米
園
に
匹
敵
す
る
超

大
圏
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
自
園
の
図
防
も
杜
品
目
主
義
の
建
設
も
不
可
能
だ
と
い

う
強
い
衝
動
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
具
鐙
化
が
「
大
躍
進
」
政
策
だ
っ
た
。
そ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
、
つ

い
で
ア
メ
リ
カ
に
追
い

つ
き
、
追
い
こ
す
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

と
こ
ろ
で
、

七
十
年
代
後
牢
の
帝
園
主
義
と
の
同
盟
に
よ
る
そ
れ
と
ち
が

っ

て
、
五
十
年
代
末
|
七
十
年
代
前
牢
の
中
園
は
、
反
ソ
反
米
路
線
の
放
に
孤
立

し
て
い
た
。
一
方
、
圏
内
に
は
、
五
十
年
代
を
上
回
る
高
度
成
長
を
可
能
に
す

る
資
本
、

技
術、

設
備
等
を
飲
い
て
い
た
。
そ
こ
で
と
ら
れ
た
方
法
が
、
「
人
間

H
資
本
」
論
、
人
海
戦
術
、
同
時
設
展
あ
る
い
は
「
二
本
足
で
歩
く
」
方
針
、

「
人
民
の
創
意
」
で
あ
り
、
「
私
利
私
欲
を
捨
て
て
、

集
闘
の
利
盆
を
第

一
に

考
え
る
」
「
政
治
優
先
、
大
衆
路
線
、
人
間
解
放
、
永
続
革
命
」
等
の
キ
ャ
ン
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ぺ
l
y
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
園
に
と
っ
て
の
未
曾
有
の
慢
験
|
超
大
圏
に
な
る
と
い
う
目

標
設
定
、
そ
の
た
め
の
高
度
成
長
の
た
め
の
諸
方
策
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
信

念
を
支
え
た
歴
史
像
こ
そ
毛
深
東
主
義
に
よ
る
官
許
の
「
正
史
」
で
あ
っ
た。

宋
代
に
お
け
る
雨
税
の
折
納
に
つ
い
て

島

居

康
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八
世
紀
末
に
創
始
さ
れ
た
雨
税
法
は
、

幾
つ
か
の
劃
期
的
な
原
則
か
ら
成
り

立
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
に
所
謂
「
銭
数
・
銭
納
」
原
則
が
あ
る
が
、
こ
の
原

則
の
も
と
で
も
、

蛍
初
よ
り
絹
吊
・

穀
物
に
よ
る
「
折
納
」
が
存
在
し
て
い
た
。

船
越
泰
次
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
雨
税
の
課
徴
は
田
畝
の
税

(
H斜
斗

・
青
苗

銭
)
と
雨
税
銭
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
夏
秋
の
二
税
と
し
て
徴
科
し
た
も
の
で
あ

り
、
「
折
納
」
は
専
ら
雨
税
銭
の
折
納
と
し
て
徴
取
さ
れ
る
布
由
巾
で
あ
っ
た

(『東
洋
史
研
究
』
三
十
一
四
〉
。

九
世
紀
に
は
い
る
と
、
雨
税
銭
納
入
額
中
に
占
め
る
折
納
部
分
の
比
率
は
次

第
に
増
加
し
て
ゆ
き
、
や
が
て

。分
数
定
額
制
ク

と
で
も
稿
す
べ
き
方
式
が
確

立
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
こ
の
方
式
は
、
そ
の
後
五
代
に
な
る
と
、

華
北
諸

朝
と
四
川
・
江
南
諸
園
と
で
は
や
や
異
っ
た
展
開
を
と
げ
た
た
め
、
宋
朝
の
統

一
後
、
一則
税
の
折
納
方
式
が
整
備
さ
れ
た
の
は
、
十
一
世
紀
初
め
頃
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

本
報
告
で
は
、
五
代

・
宋
初
に
お
け
る
雨
税
折
納
の
展
開
過
程
を
跡
づ
け、

北
宋
期
に
お
け
る
折
納
の
寅
態
を
分
析
す
る
。

唐
代
に
関
税
銭
の
折
納
と
さ
れ

、
、
、
、
，

て
い
た
布
吊
納
入
が
、
宋
代
に
夏
説
本
色
と
し
て
定
着
し
た
事
賞
、
ま
た
他
方
、

宋
代
雨
税
に
お
い
て
、
附
加
税
等
を
除
き
、
銅
銭
に
よ
る
納
入
が
率
ね
臨
時

的
・
補
助
的
・

便
宜
的
な
措
置
と
さ
れ
た
事
質
等
は
、
貨
幣
経
済
と
税
制
と
を

媒
介
す
る
手
段
と
し
て
の
「
折
納
」
制
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
吹
律
定
姓
」
に
つ
い
て

|

|
中
園
古
代
姓
氏
制
に
関
す
る

一
問
題
|
|

尾

形

勇

「吹
律
定
姓
」
と
は
、

律
管
を
吹
く
こ
と
で
五
音
(
宮
商
角
徴
羽
)
を
精
察

し
、
そ
の
五
音
に
見
合
っ
た
姓
を
定
め
る
ー
ー
と
い
う
、
些
か
玄
妖
な
る
技
法

を
言
う
。

こ
の
方
術
の
成
立
の
背
景
に
は、

融制
園
期
に
お
け
る
陰
陽
五
行
設
、

ま
た
よ
り
直
接
的
に
は
、
「
吹
律
」
し
て
「
八
風
」
を
調
べ
駁
術
を
定
め
る
と

う
ぷ
ご
え

い
う
兵
家
の
方
略
、
さ
ら
に
産
撃
の
音
程
を

「吹
律
」
を
以
て
確
認
し
、
よ

っ

て
名
を
定
め
る
と
い
う
築
家
系
統
の
儀
式
な
ど
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
と
も
あ

れ
、
聖
人

・
責
帝
そ
し
て
孔
子
の
所
震
と
し
て
、
概
ね

『緯
書
』
の
類
に
お
い

て
、
こ
の
「
吹
律
定
姓
」
の
記
事
は
認
め
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
後
漢
の
時
代
よ
り
、

各
姓
の
設
音
愛
護
の
状
態
か
ら
五
立日を
釧一定

し
て
吉
凶
を
占
う
、
も
つ
ば
ら
「
野
人

・
亙
師
」
に
よ
る
所
謂
「
五
姓
法
」
が

流
行
し
、

音
韻
周干
の
毅
遂
と
表
裏
し
つ
つ
、
後
代
に
受
け
絡
が
れ
て
ゆ
く
。

こ

の
ば
あ
い
、
各
姓
が
ど
の
立自
に
相
賞
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
史
書
に
て

は
僅
か
の
具
鐙
例
を
見
出
す
の
み
で
あ
っ
た
が
、
宋

・
謝
維
新
の

『古
今
合
壁
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